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2015年 7月 1日 

各 位 

                       東京都江東区豊洲五丁目 6番 52号 

                       株式会社オートバックスセブン 

                       代表取締役  社長執行役員 湧田 節夫 

                       ［コード番号  9832 東証第一部］ 

                       問い合わせ先 IR･広報部長 椎野 泰成 

                              TEL 03-6219-8787 

店舗譲受に関するお知らせ 

当社は、当社フランチャイズチェン加盟法人である株式会社シンボより、1 店舗を譲受するこ

とを決定しましたので、下記の通りお知らせします。 

 

記 

 

1．店舗譲受の理由 

 当社グループは中期経営計画において、オートバックス事業の収益拡大を目指し、さまざま

な施策を展開しています。このたび、この一環として新潟エリアの店舗経営体制を最適化し、

エリア内の競争力を強化させるとともに、経営の効率化を図ります。 

 

2． 店舗譲受の内容 

 当社は、当社フランチャイズチェン加盟法人である株式会社シンボが運営する「オートバッ

クス白根店」（新潟市南区）を、2015年 8月 22日付（予定）で譲受いたします。 

 

  ① 店舗譲渡をする法人の概要                 2015年 7月 1日現在 

(1) 名称 株式会社シンボ 

(2) 所在地 新潟県新潟市東区竹尾 740-１ 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 新保 賢 

(4) 事業内容 カー用品小売（7店舗） 

(5) 資本金 50百万円 

(6) 設立年月日 1972年 5月 

(7) 上場会社と 

   当該会社の関係 

資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本 

関係はありません。 

人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的 

関係はありません。 

取引関係 当社と当該会社の間には、オートバックス 

フランチャイズチェン契約、商品売買基本契

約、オートバックスカーズフランチャイズチ

ェン契約、オートバックスカーズフランチャ

イズ取引基本契約を締結しております。 

関連当事者へ

の該当状況 
当該会社は、当社の関連当事者には該当しま

せん。 

    ※大株主及び持株比率、財政状態については、譲渡会社との合意により記載しておりません。 

※譲受価額は双方の話し合いにより決定しております。なお、譲受価額については譲渡会社 
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との合意により記載しておりませんが、本譲受価額は連結純資産の 30％未満であります。 

 

  ② 日程（予定） 

（1）決定日 2015年 7月 1日（水） 

（2）店舗譲渡契約締結日 2015年 7月 1日（水） 

（3）事業譲渡日 2015年 8月 22日（土） 

      

  ③ 今後の見通し 

 当該店舗の譲受による今期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


